
 

                                    

 

 

 

 

 

【診療報酬等明細書】 

診療月 
増減点等 

通知書発送日 

診療報酬等支払日 支払通知書 

発送予定日 電子請求 紙請求 

2020年 

12月 
2月 4日（木） 2月 22日（月） 2月 25日（木） 

【目安】 

支払日の 3営業日前 2021年 

1月 
3月 5日（金） 3月 22日（月） 3月 30日（火） 

 

【出産育児一時金】 

提出月 
出産育児一時金支払日 支払通知書 

発送予定日 正常分娩分 異常分娩分 

2021年 

1月 
2月 5日（金） 2月 22日（月） 

【目安】 

支払日の 3営業日前 2021年 

2月 
3月 10日（水） 3月 22日（月） 

 

※支払通知書は支払日の３営業日前を目安に発送予定ですが、前後する場合があります。 

 

                      

 

 

提出年月 
休日受付対応 

【9：00～17：00】 
受付場所 提出締切日 

2021年  2月 × 鳥取県国民健康保険団体連合会 

事務室（鳥取県東部庁舎 5階） 

10日（水） 

       3月 × 10日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鳥取県国民健康保険団体連合会】 

〒680-0061 鳥取市立川町 6丁目 176番地 鳥取県東部庁舎 5 階 

TEL：0857-20-3684（審査課）                          

H P：https://www.kokuho-tottori.or.jp       @torikokuhoren   

請求日程等 

レセプト休日受付日等 

鳥取県国民健康保険 

マスコットキャラクター 

けんぞうくん 

とっとり国保連 Times 

※新型コロナウイルスにつきましては、感染リスク回避のため、なるべくオンライン請求システムへの切り替えをお願いいた

します。 

 

【オンライン請求システムについて】 

オンライン請求システムによる請求の受付時間は以下のとおりです。（土、日、祝日含む） 

  5～7日⇒8：00～21：00  8～10日⇒8：00～24：00 

  （不具合等によりシステムの開通時間が変更となる場合がありますので、オンライン請求システムのお知らせをご確認

ください。） 

  ※エラーが発生していないかご確認の上、請求確定ボタンを必ず押してください！ 

2021年 

1月号 

Twitter 用 
QR コードはこちら→ 



 
 
 
✍ 薬剤副作用チェック、慢性ウイルス性肝疾患の治療効果判定目的の検査施行に係るレセプト

摘要欄への記載について（依頼） 
 
審査上で適切な検査施行頻度の判断をするため、以下の目的により検査を施行した症例の場合、その旨をレ
セプトの摘要欄へ記載いただきますようお願いします。 
 
◎「化学療法による薬剤副作用チェック」等の検査施行症例の場合 
◎慢性ウイルス性肝疾患に対して「IFN」「核酸アナログ製剤」「抗ウイルス薬」等で治療中の患者に、治療効果判
定のため定期的な検査を施行されている症例の場合 

 
 
 
 
 
★新型コロナウイルスにかかる従事者慰労金および感染拡大防止等支援金の最終申請期限は 

2月 26日（金）です！ 
 
【従事者慰労金】 
対象：新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたかどうかに関わらず、県内の病院、診療所（医科・歯科）、

訪問看護ステーション、助産所等に令和 2年 4月 10日から 6月 30日までに 10日以上勤務した医
療従事者や職員の皆様 

 

【感染拡大防止等支援金】 
対象：新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたかどうかに関わらず、県内の病院、診療所（医科・歯科）、

保険薬局、訪問看護ステーション、助産所等において感染拡大防止対策等に要する費用 
 
※ただし、保険医療機関でない病院や診療所、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは対象外です。 
 
各機関におかれましては、申請期限までに鳥取県国民健康保険団体連合会へ手続きをお願いします。 
●申 請 期 間 … 毎月 15日から月末まで 
●最終申請期限 … 2月 26日（金） 
※不備があった場合、再提出の必要がありますので余裕を持って申請ください。 

 
事業の詳細、申請方法等はこちら 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国保連からのおしらせ  

とっとり国保連 Times                                               2021 年 1 月号 

審査委員会からの連絡事項 

  鳥取県国保連 慰労金及び支援金 検索 【鳥取県国民健康保険団体連合会 問い合わせ先】 

⇒TEL：0857-20-3685（審査課管理担当） 

～国保連合会からのお願い～ 
 
公費 28（新型コロナウイルス検査対象）と特別医療併用の場合、特別医療の請求は保険請求点数と
同点数での請求にご協力ください。 
 
新型コロナウイルス検査の実施により、公費28と特別医療を併用する場合、国保連合会でのシステム処理の都合上、
特別医療の請求点数は保険請求点数と同点数を記載いただきますよう、ご協力お願いいたします。 
 
例）保険区分：2本外、第 1公費番号：28、第 2公費番号：81の場合 

 
 
 
 
 
 
        

↑保険請求点数と同点数を記載 

※公費 28 と特別医療併用の際、レセコンシステムの
都合等によりご対応いただけない場合であっても、
特別医療の請求点数が保険請求点数と同点数で
ないことを理由に返戻することはありません。 

 


